
江南厚生病院院外処方箋における問い合わせ簡素化プロトコル合意書 
 
 

JA 愛知厚生連 江南厚生病院と         とは江南厚生病院院外処方箋に係る薬剤師法第 

２３ 条第２ 項の取り扱いについて、下記のとおり合意した。 

 
記  

 
１． 院外処方箋に係る個別の処方医への同意確認を不要とする項目について  
 

以下の項目については、薬局での患者の待ち時間の短縮や処方医の負担軽減の観点から、包括的に薬

剤師法第 ２３ 条第 ２ 項に規定する医師の同意がなされたとして、個別の処方医への同意の確認を

不要とする。ただし、麻薬及び抗腫瘍剤は除くこととする。 

   

類似する別剤形・別規格に関する項目 

① 服薬支援・管理上、調剤に工夫が必要な場合 

② 湿布薬での包装規格変更に関すること 

③ ビスホスホネート製剤の週１回あるいは月１回製剤が、連日投与の他の処方薬と同一の日数で処

方されている場合の処方日数の適正化 

④ 添付文書上の用法が規定された当院が指定する薬品における用法違いの取り扱い 

 

以上 
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